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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本冷凍空調工業会（JRAIA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本

産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって，JIS B 8629:2008 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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フルオロカーボン冷媒回収装置－ガス圧縮方式 
Fluorocarbon refrigerant recovery equipment-Vapour compression type 

 

1 適用範囲 

この規格は，冷凍設備などから冷媒を回収し，回収容器へ充塡するための附属品（回収容器を含む。）を

含めた装置（以下，回収装置という。）について規定し，次の全ての要件を満足するものに適用する。 

a) ガス圧縮方式であり，圧縮機入口における冷媒がガス状態の回収装置 

b) 回収装置内において取り扱われる冷媒の範囲が温度 35 ℃において圧力が 0.2 MPa（この規格において，

指示のない圧力は全てゲージ圧力とする。）以上 5.0 MPa 以下の回収装置 1) 

注 1) ここでは，高圧ガス保安法施行令関係告示（平成 9 年通商産業省告示第 139 号）第 2 条の対

象となる回収装置を想定している。 

c) 冷媒として不活性ガス及び特定不活性ガスであるフルオロカーボン（可燃性ガスを除く。）を扱う回収

装置 

d) 内容積の合計が 120 L 以下の回収装置 

e) 圧縮機の電動機の定格出力が，1 500 W 以下の回収装置 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7505-1 アネロイド型圧力計－第 1 部：ブルドン管圧力計 

JIS B 8240 冷凍用圧力容器の構造 

JIS B 8286 圧力容器用のぞき窓 

JIS C 4003 電気絶縁－熱的耐久性評価及び呼び方 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 
回収装置 

冷凍設備などから冷媒を回収し，回収容器へ充塡するための装置 

注釈 1 接合容器又は着脱容器及び附属品を含む。 


